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介
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司
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古
田
一史

【『
延
喜
式
』
巻
三
九
「
正
親
司
」
の
現
代
語
訳
（
稿
）
作
成
に
あ
た
っ
て
】

　

本
稿
は
、
人
間
文
化
研
究
機
構
広
領
域
連
携
型
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環

で
あ
る「
古
代
の
百
科
全
書『
延
喜
式
』の
多
分
野
協
働
研
究
」の
活
動
成
果
で
あ
る
。

本
研
究
活
動
は
、
分
野
の
枠
を
越
え
て
『
延
喜
式
』
の
活
用
を
可
能
と
す
る
環
境
を

整
え
る
た
め
、
現
代
語
訳
の
作
成
お
よ
び
将
来
に
お
け
るW

EB
で
の
情
報
発
信
を

目
指
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、『
延
喜
式
』
巻
三
九
の
う
ち
「
正せ
い
し
ん
し

親
司
」
を
取
り
上
げ
、

現
代
語
訳
（
稿
）
と
し
て
誌
面
に
お
い
て
紹
介
す
る
。

〔
正
親
司
の
職
掌
・
沿
革
〕

　

正
親
司
は
宮
内
省
の
下
に
置
か
れ
た
官
司
で
、
皇
族
の
台
帳
を
管
理
し
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
皇
族
へ
の
給
付
を
行
う
こ
と
を
職
務
と
し
た
。
ま
た
大
宝
令
制
下
で
は
、

有
位
女
王
の
資し
じ
ん人

の
考
文
も
校
定
し
た
。
正
親
司
の
把
握
す
る
皇
族
の
中
で
、
各
種

給
付
の
対
象
と
さ
れ
た
の
は
、
令
制
に
お
い
て
は
天
皇
か
ら
数
え
て
二
世
以
下
四
世

以
上
で
あ
っ
た
。
慶
雲
三
年
（
七
〇
六
）
に
五
世
ま
で
拡
大
さ
れ
て
い
る
が
、
延
暦

十
一
年
（
七
九
二
）
に
は
令
制
に
戻
さ
れ
た
。
正
親
司
の
構
成
を
み
る
と
、
令
制
で

は
長
官
の
正か
み

以
下
、
佑じ
よ
う、

大
令さ

史か
ん

・
少
令
史
、
下
級
職
員
で
あ
る
使し

部ぶ

・
直じ
き

丁て
い

が
所

属
し
た
。
さ
ら
に
延
暦
十
五
年
（
七
九
六
）
に
は
史し

生し
よ
う

二
人
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。

〔
式
の
概
要
・
条
文
構
成
〕

　

巻
三
九
「
正
親
司
」
は
、
大
き
く
分
け
て
、
①
各
種
給
付
の
対
象
と
な
る
皇
族
の

管
理
と
給
付
手
続
き
に
関
す
る
部
分
（
1
条
〜
12
条
）
と
②
正
親
司
の
財
政
に
関
わ

る
規
定
（
13
・
14
条
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

①
に
は
、
衣
替
え
手
当
て
（
時じ

服ふ
く

）（
1
〜
3
条
）、
職
位
給
（
季き

禄ろ
く

）（
4
条
）、

女
性
皇
族
へ
の
給
付
（
女
王
禄
）（
5
・
6
条
）
の
支
給
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
、

次
い
で
衣
替
え
手
当
て
・
女
性
皇
族
へ
の
給
付
・
節
会
参
加
に
よ
る
下
賜
品
（
節
禄
）

の
支
給
な
ど
の
た
め
に
名
簿
を
提
出
す
る
規
定
（
7
〜
10
条
）
が
並
ぶ
。
ま
た
、
出

家
（
11
条
）
や
死
去
（
12
条
）
な
ど
、
給
付
の
停
止
に
関
わ
る
条
文
も
含
ま
れ
る
。

　

②
に
は
、
女
性
皇
族
へ
の
給
付
財
源
と
し
て
の
土
地
（
女
王
地
）（
13
条
）
と
正

親
司
の
余
剰
財
源
の
運
用
（
14
条
）
に
関
す
る
条
文
が
あ
る
。

M
odern Japanese Translation of Scroll 3

9
 of the E

ngishiki, “Seishinshi” (Tentative)
F

U
R

U
T

A
 K

azufum
i



国立歴史民俗博物館研究報告
第 228集　2021年 3月

694

　
【
凡
例
】

1　

本
稿
は
『
延
喜
式
』
巻
三
九
「
正
親
司
」（
以
下
、
正
親
式
と
す
る
）
の
現
代

語
訳
で
あ
る
。

2　

原
文
と
し
て
土
御
門
本
を
底
本
と
す
る
本
誌
別
掲
の
校
訂
文
を
用
い
た
。

3　

訳
文
中
の
字
体
は
、
原
則
と
し
て
本
誌
別
掲
の
校
訂
文
に
従
っ
た
。

4　

式
名
・
条
文
番
号
・
条
文
名
は
、
本
誌
別
掲
の
校
訂
文
に
従
っ
た
。

5　

各
条
冒
頭
に
は
、条
文
内
容
の
把
握
の
一
助
と
し
て
条
文
概
要
を
付
し
て
い
る
。

6　

語
句
注
等
は
、
本
文
の
み
で
簡
便
に
読
み
進
め
て
い
け
る
訳
文
と
す
る
た
め
、

付
け
て
い
な
い
。
訳
出
が
困
難
な
語
句
は
原
文
の
ま
ま
表
示
し
て
適
宜
ル
ビ
を
付

し
、
可
能
な
限
り
補
足
的
な
説
明
を
挿
入
す
る
ほ
か
、
逐
語
訳
が
困
難
な
場
合
は

意
訳
で
対
応
し
た
箇
所
も
あ
る
。

7　

訳
文
中
の
〈　

〉
は
、
校
訂
文
の
注
（
底
本
の
割
書
）
を
表
し
て
い
る
。

8　

訳
文
中
の
補
1
〜
3
は
、
本
稿
末
尾
掲
載
の
補
考
の
番
号
と
対
応
す
る
。

9　

補
考
で
『
延
喜
式
』
に
言
及
す
る
場
合
、
正
親
式
１
諸
王
年
満
条
な
ど
式
名
・

条
文
番
号
・
条
文
名
の
み
の
表
示
と
す
る
。
原
文
引
用
に
際
し
て
は
本
誌
別
掲
の

校
訂
文
を
用
い
る
。

10　

尺
寸
（
長
さ
）・
斗
升
（
容
積
）・
斤
両
（
重
さ
）
と
い
っ
た
度
量
衡
は
訳
し
て

い
な
い
。

※
メ
ー
ト
ル
法
へ
の
換
算
値
に
つ
い
て
は
、
参
考
ま
で
に
虎
尾
俊
哉
編
『
訳
注

日
本
史
料　

延
喜
式
』〔
上
・
中
・
下
、
集
英
社
、
二
〇
〇
〇
年
・
二
〇
〇
七
年
・

二
〇
一
七
年
。
以
下
、
補
考
を
含
め
訳
注
本
と
略
述
〕
が
採
用
し
て
い
る
正
倉
院

伝
来
容
器
の
計
測
結
果
等
に
基
づ
い
た
数
値
を
以
下
に
示
す
。

・
長
さ
…
一
尺
＝
約
二
九
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
（
一
丈
＝
一
〇
尺
／　

一
尺
＝
一
〇
寸
）

・
容
積
…
一
升
＝
約
八
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
＝
約
〇
・
八
リ
ッ
ト
ル

　
　
　
　
（
一
斛
＝
一
〇
斗
＝
一
〇
〇
升
／　

一
升
＝
一
〇
合
＝
一
〇
〇
夕)

・
重
さ
…
一
斤
＝
約
六
七
四
グ
ラ
ム

　
　
　
　
（
一
斤
＝
一
六
両
／　

一
両
＝
四
分
／　

一
分
＝
六
銖
）

11　

本
稿
は
、
古
田
一
史
が
下
訳
を
行
い
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
内
に
て
「
正
親

式
」
現
代
語
訳
検
討
会
を
開
催
し
て
内
容
・
語
句
を
検
討
し
、
清
武
雄
二
・
古
田

一
史
が
取
り
ま
と
め
た
。
な
お
、「
正
親
式
」
現
代
語
訳
検
討
会
の
参
加
メ
ン
バ
ー

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
五
〇
音
順
、
敬
称
略
）。

井
上
正
望
、
エ
ミ
リ
ー
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
、
河
合
佐
知
子
、
清
武
雄
二
、
篠
崎

尚
子
、
戸
村
美
月
、
古
田
一
史
、
渡
邉
美
紗
子

〔
付
記
〕　

本
稿
はJSPS

科
研
費16H

03485

・20H
01318

に
よ
る
成
果
の
一
部
で

あ
る
。
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【「
正
親
式
」
現
代
語
訳
（
稿
）】

延
喜
式
巻
第
三
九
〈
正せ
い

親し
ん

・
内な

い

膳ぜ
ん

〉

正せ
い
し
ん
し

親
司

1
諸
王
年
満
条

﹇
条
文
概
要
﹈

衣
替
え
手
当
て
の
受
給
年
齢
に
達
す
る
皇
族
へ
の
支
給
開
始
手
続
き
に
関
す
る
規
定

﹇
現
代
語
訳
﹈

皇
族
の
年
齢
が
数
え
で
十
二
歳
に
達
し
た
ら
、
十
二
月
に
京
き
ょ
う

職し
き

が
宮
内
省
に
通
知

し
、
宮
内
省
は
京
職
の
通
知
書
類
を
正せ
い

親し
ん

司し

に
下
し
て
正
親
司
が
保
管
す
る
皇
族

の
台
帳
と
照
合
さ
せ
よ
（
補
1
）。
正
親
司
は
こ
の
作
業
が
終
わ
っ
た
ら
通
知
書
類

を
宮
内
省
に
送
れ
。
翌
年
正
月
に
太
政
官
の
通
達
を
受
領
し
て
か
ら
、
衣
替
え
手
当

て
の
支
給
を
開
始
せ
よ
。

2
王
定
条

﹇
条
文
概
要
﹈

衣
替
え
手
当
て
を
支
給
す
る
皇
族
の
定
員
に
関
す
る
規
定

﹇
現
代
語
訳
﹈

衣
替
え
手
当
て
を
支
給
す
る
皇
族
の
定
員
は
四
二
九
人
と
し
、
死
亡
に
よ
る
欠
員
が

出
た
ら
順
次
補
え
。
た
だ
し
臣
籍
降
下
に
よ
る
欠
員
は
代
わ
り
の
者
を
補
う
こ
と
は

せ
ず
、
た
だ
ち
に
定
員
を
削
減
せ
よ
（
補
2
）。

3
諸
王
計
帳
条

﹇
条
文
概
要
﹈

皇
族
の
台
帳
の
作
成
と
宮
内
省
へ
の
提
出
ま
で
の
手
続
き
に
関
す
る
規
定

﹇
現
代
語
訳
﹈

皇
族
の
台
帳
は
二
通
作
成
せ
よ
。
正せ
い

親し
ん

司し

の
官
人
が
署
名
し
、
京
き
ょ
う

職し
き

の
処
理
が
終

わ
っ
た
ら
、
一
通
は
正
親
司
に
留
め
、
皇
族
が
衣
替
え
手
当
て
の
受
給
年
齢
に
達
す

る
旨
の
宮
内
省
の
通
達
の
受
領
後
、
こ
れ
と
台
帳
と
を
照
合
の
上
で
宮
内
省
に
報
告

せ
よ
。

4
同
世
同
名
条

﹇
条
文
概
要
﹈

職
位
給
の
支
給
対
象
と
な
る
皇
族
で
同
世
代
に
同
名
の
者
が
い
る
場
合
の
対
応
に
関

す
る
規
定

﹇
現
代
語
訳
﹈

職
位
給
を
受
給
す
る
皇
族
で
、
同
世
代
に
同
じ
名
前
の
者
が
い
る
場
合
に
は
、
速
や

か
に
改
名
を
申
告
さ
せ
、
帳
簿
に
記
載
し
て
提
出
せ
よ
。
た
だ
し
新
し
い
名
前
の
下

に
も
と
の
名
前
を
注
記
せ
よ
。

5
女
王
禄
条

﹇
条
文
概
要
﹈

正
月
八
日
に
女
性
皇
族
へ
の
給
与
を
支
給
す
る
儀
式
の
次
第

﹇
現
代
語
訳
﹈

正
月
八
日
に
給
与
を
女
性
皇
族
に
支
給
せ
よ
。
担
当
官
司
は
座
を
紫し

宸し
い

殿で
ん
の
南
庭

に
設
営
し
、
仮
設
屋
舎
二
棟
を
安あ
ん

福ぷ
く

殿で
ん
の
前
に
立
て
、
給
付
物
を
紫
宸
殿
南
庭
に

常
設
さ
れ
て
い
る
標
識
の
南
に
積
み
、
ま
た
紫
宸
殿
上
の
設
営
に
も
奉
仕
せ
よ
。
天

皇
が
紫
宸
殿
に
出
御
し
た
ら
、
内な
い

侍し

は
女
官
を
率
い
て
座
に
着
け
。
正せ
い

親し
ん

司し

の
官

人
は
対
象
の
女
性
皇
族
を
引
率
し
月げ
っ

華か

門も
ん

か
ら
参
入
せ
よ
。
女
性
皇
族
は
仮
設
屋
舎

の
座
に
着
き
〈
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
世
代
を
順
番
の
基
準
と
す
る
〉、
次
に
正
親
司

の
官
人
は
み
な
と
も
に
速
や
か
に
移
動
し
安
福
殿
前
庭
の
座
に
着
け
。
佑
一
人
が
名

簿
を
と
り
、「
其
の
親
王
の
子
孫
」
と
唱
え
よ
（
補
3
）。
該
当
の
女
性
皇
族
は
立
ち

上
が
り
応
答
し
て
、
紫
宸
殿
南
庭
の
座
に
着
け
。
着
座
し
終
え
た
ら
名
簿
を
と
り
一

人
一
人
名
を
呼
べ
。
呼
ば
れ
た
女
性
皇
族
は
応
答
し
、
進
み
出
て
給
付
物
を
受
け
取
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り
退
出
せ
よ
。
以
下
の
者
も
同
様
に
せ
よ
。
そ
の
給
付
額
は
、
人
ご
と
に
絹
二
疋
、

真
綿
六
屯
〈
十
一
月
の
新し
ん

嘗じ
ょ
う

会え

の
下
賜
品
も
同
様
に
す
る
〉。

6
女
王
定
条

﹇
条
文
概
要
﹈

女
性
皇
族
へ
の
給
与
を
受
け
る
定
員
に
関
す
る
規
定

﹇
現
代
語
訳
﹈

給
与
を
受
け
る
女
性
皇
族
の
定
員
は
二
六
二
人
。
欠
員
が
生
じ
る
ご
と
に
代
わ
り
を

補
い
、
臣
籍
降
下
に
よ
る
給
付
対
象
か
ら
の
離
脱
は
補
充
し
な
い
こ
と
は
、
前
掲
の

条
文
（
2
条
）
と
同
様
に
せ
よ
。

7
諸
王
時
服
条

﹇
条
文
概
要
﹈

皇
族
の
衣
替
え
手
当
て
の
受
給
者
名
簿
の
申
請
と
手
当
て
の
受
け
取
り
に
関
す
る
規

定﹇
現
代
語
訳
﹈

皇
族
に
支
給
す
る
衣
替
え
手
当
て
は
、
天
皇
か
ら
二
世
代
降
っ
た
皇
族
に
絹
六
疋
、

糸
一
二
く

、
調
布
一
八
端
、
鍬
三
〇
本
。
三
・
四
世
代
降
っ
た
皇
族
の
支
給
額
は
禄ろ
く

令り
ょ
うに

準
拠
せ
よ
。
正
月
二
十
日
に
受
給
者
等
を
記
録
し
て
宮
内
省
に
送
れ
。
秋
冬

分
も
同
様
に
せ
よ
〈
た
だ
し
糸
の
代
わ
り
に
真
綿
を
、
鍬
五
本
の
代
わ
り
に
鉄
二
廷

を
支
給
す
る
〉。
受
給
者
は
み
な
大
蔵
省
に
赴
き
受
け
取
れ
。
代
理
人
を
派
遣
し
て

代
わ
り
に
受
け
取
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

8
女
王
節
禄
条

﹇
条
文
概
要
﹈

節
会
に
参
加
す
る
女
性
皇
族
の
名
簿
に
関
す
る
規
定

﹇
現
代
語
訳
﹈

女
性
皇
族
に
正
月
七
日
の
節
会
・
新し
ん

嘗じ
ょ
う
会え

に
お
け
る
下
賜
品
を
支
給
す
る
た
め
に

用
い
る
参
加
者
名
簿
は
、
当
日
の
早
朝
に
天
皇
に
奏
上
せ
よ
。

9
平
野
祭
条

﹇
条
文
概
要
﹈

平
野
祭
の
参
加
者
名
簿
に
関
す
る
規
定

﹇
現
代
語
訳
﹈

平ひ
ら
野の

祭さ
い
に
参
加
す
る
官
人
と
皇
族
の
名
簿
は
、
太
政
官
に
提
出
せ
よ
。

10
薬
師
寺
条

﹇
条
文
概
要
﹈

薬
師
寺
最
勝
会
に
参
加
す
る
皇
族
の
選
定
に
関
す
る
規
定

﹇
現
代
語
訳
﹈

薬や
く

師し

寺じ

最さ
い

勝し
ょ
う

会え

に
参
加
す
る
皇
族
は
、
官
職
に
就
い
て
い
な
い
六
位
以
下
の
者
を
、

二
〇
人
以
下
一
六
人
以
上
、
正せ
い

親し
ん

司し

が
あ
ら
か
じ
め
選
定
し
、
三
月
一
日
に
名
簿

を
太
政
官
に
提
出
せ
よ
。

11
諸
王
出
家
条

﹇
条
文
概
要
﹈

皇
族
が
出
家
し
た
場
合
に
特
定
の
給
付
を
停
止
す
る
規
定

﹇
現
代
語
訳
﹈

皇
族
が
出
家
し
た
場
合
、
衣
替
え
手
当
て
の
支
給
を
停
止
せ
よ
。
女
性
皇
族
の
節
会

参
加
に
よ
る
下
賜
品
も
同
じ
く
停
止
せ
よ
。

12
諸
王
死
去
条

﹇
条
文
概
要
﹈

六
位
以
下
の
皇
族
の
死
亡
を
報
告
す
る
規
定
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﹇
現
代
語
訳
﹈

六
位
以
下
の
皇
族
が
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
家
は
正せ
い

親し
ん

司し

に
申
告
し
、
正
親
司
は

た
だ
ち
に
宮
内
省
に
報
告
せ
よ
。

13
女
王
地
条

﹇
条
文
概
要
﹈

女
性
皇
族
へ
の
給
付
財
源
と
し
て
の
土
地
の
規
模
と
位
置

﹇
現
代
語
訳
﹈

女
性
皇
族
へ
の
給
付
財
源
と
し
て
の
土
地
は
一
町ち
ょ
う〈
左
京
の
北
辺
三
坊
に
あ
る
〉。

14
闕
官
条

﹇
条
文
概
要
﹈

欠
員
や
欠
勤
者
の
食
料
を
別
の
用
途
に
充
て
る
規
定

﹇
現
代
語
訳
﹈

常
勤
お
よ
び
非
常
勤
の
官
人
に
支
給
さ
れ
る
激
務
に
対
す
る
特
別
手
当
て
の
う
ち
、

欠
員
や
欠
勤
し
て
い
る
者
の
分
は
、
正せ
い

親し
ん

司し

庁
舎
の
軽
微
な
破
損
の
修
理
や
そ
の

他
の
雑
用
に
充
て
よ
。

【
補
考
】

﹇
補
考
1
﹈『
延
喜
式
』
に
み
え
る
正
親
司
の
「
名
簿
」
勘
会

　
一

　
正
親
司
の
職
務
と
文
書

　

正
親
式
に
は
、
皇
親
に
対
す
る
給
付
関
係
の
規
定
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
い
う
皇
親
と
は
、
天
皇
か
ら
数
え
て
二
世
か
ら
四
世
の
範
囲
に
あ
り
、
か
つ
賜

姓
さ
れ
て
い
な
い
（
臣
籍
降
下
し
て
い
な
い
）
皇
族
で
あ
る
。
養
老
職
員
令
45
正
親

司
条
に
そ
の
職
掌
と
し
て
「
皇
親
名
籍
事
」
と
み
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
皇
親
へ
の

給
付
に
際
し
て
は
、
正
親
司
が
有
す
る
皇
親
名
籍
が
基
本
的
な
台
帳
と
さ
れ
る
と
い

う
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
正
親
司
に
よ
る
皇
親
把
握
が
よ
く
現
れ
て
い
る
の
が
、
正
親
式
1
諸

王
年
満
条
と
同
3
諸
王
計
帳
条
で
あ
る
。
前
者
は
皇
親
時
服
支
給
開
始
に
際
し
て
の

手
続
き
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
皇
親
の
台
帳
を
め
ぐ
っ
て
正
親
司
と
左
右

京
職
と
の
間
で
行
わ
れ
る
業
務
の
規
定
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
二
条
文
の
内

容
理
解
に
つ
い
て
は
、
訳
注
本
で
も
論
究
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
残
る
。
よ
っ
て
、

以
下
で
は
正
親
司
と
左
右
京
職
お
よ
び
宮
内
省
の
間
で
行
わ
れ
る
文
書
行
政
に
着
目

し
て
、
訳
注
本
の
理
解
を
さ
ら
に
補
っ
て
お
き
た
い
。

　

平
安
時
代
の
皇
親
に
対
す
る
給
付
と
し
て
は
、
皇
親
時
服
・
季
禄
お
よ
び
女
王
禄

が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
皇
親
時
服
は
十
三
歳
以
上
の
皇
族
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
支
給
手
順
に
つ
い
て
、
正
親
式
1
諸
王
年
満
条
に
は
次
の

よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

凡
諸
王
年
満
二
十
二
一
、
毎
年
十
二
月
、
京
職
移
二
宮
内
省
一
、
省
以
二
京
職
移
一
、

即
付
レ
司
令
レ
勘
二
会
名
簿
一
。
訖
更
送
レ
省
。
明
年
正
月
待
二
官
符
到
一
、
始
預
下

賜
二
時
服
一
之
例
上
。

ま
た
宮
内
式
47
諸
王
時
服
条
に
は

凡
給
二
諸
王
時
服
一
者
、
歳
満
二
十
二
一
、
毎
年
十
二
月
京
職
録
レ
名
送
レ
省
、
省

付
二
正
親
司
一
、
勘
二
会
虚
実
一
。
訖
即
申
レ
省
、
省
録
申
レ
官
、
下
レ
符
給
之
。
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と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
そ
の
年
に
十
二
歳
に
達
し
た
諸
王
（
こ
こ
で
は
皇
親
と

同
じ
）
に
つ
い
て
左
右
京
職
が
そ
の
名
を
書
き
上
げ
て
宮
内
省
に
通
知
し
、
宮
内
省

は
こ
れ
を
正
親
司
に
下
し
て
、
正
親
司
は
京
職
の
通
知
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
か
を

確
認
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
正
親
司
が
確
認
を
終
え
た
ら
宮
内
省
へ
と

結
果
が
報
告
さ
れ
、
太
政
官
へ
と
上
申
さ
れ
て
、
翌
年
正
月
に
は
時
服
支
給
開
始
を

認
め
る
太
政
官
符
が
下
さ
れ
る
（
こ
の
と
き
対
象
の
諸
王
は
十
三
歳
に
な
っ
て
い
る
）。

　

1
条
で
は
左
右
京
職
の
通
知
を
点
検
す
る
た
め
、
正
親
司
が
「
名
簿
」
を
持
ち
出

し
て
お
り
、
訳
注
本
は
じ
め
、
こ
れ
が
職
員
令
に
お
け
る
皇
親
名
籍
と
同
一
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
元
来
の
法
意
と
し
て
は
皇
親
名
籍
に

よ
る
点
検
と
考
え
て
問
題
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
正
親
司
の
持
つ
「
名

簿
」
が
基
本
と
な
り
、
左
右
京
職
の
通
知
の
内
容
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、「
令
レ
勘
二
会
名
簿
一
」
と
あ
る
の
も
そ
う
し
た
文
脈
で
読
み
下
す
べ
き
で
あ

る
。
よ
っ
て
訳
注
本
で
は
「
名
簿
を
勘
会
せ
し
め
よ
」
と
読
み
下
し
て
い
る
が
、「
名

簿
と
勘
会
せ
し
め
よ
」
と
す
る
の
が
よ
り
文
脈
に
即
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
訳
注
本
の

他
の
箇
所
の
読
み
下
し
で
も
、
例
え
ば
中
務
式
19
女
官
季
禄
条
で
は
、
女
官
の
人
数

と
支
給
品
の
種
類
・
数
量
が
申
請
さ
れ
る
と
、
中
務
省
が
「
勘
二
会
去
年
禄
文
一
（
去

年
の
禄
の
文
と
勘
会
）」
す
る
と
あ
り
、「
勘
会
○
○
」
で
「
○
○
と
勘
会
」
と
読
む

こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

正
親
式
3
諸
王
計
帳
条
は
、
一
見
1
条
の
規
定
と
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
難

し
い
。凡

諸
王
計
帳
者
、
令
レ
造
二
二
通
一
、
司
加
二
押
署
一
。
京
職
判
畢
一
通
留
レ
司
、

待
二
年
足
符
一
即
勘
会
申
レ
省
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
諸
王
計
帳
と
呼
ば
れ
る
文
書
が
存
在
し
、
こ
れ
は
左
右
京
職
と
正

親
司
と
が
共
同
で
最
終
的
な
文
書
の
有
効
化
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
通
が
正

親
司
に
と
ど
め
置
か
れ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
も
う
一
通
は
左
右
京
職
が
保
管
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
計
帳
と
い
う
呼
称
か
ら
み
て
も
、
こ
の
諸
王
計
帳
は
左
右
京

職
の
持
つ
計
帳
か
ら
皇
親
に
関
す
る
情
報
の
み
を
抜
き
書
き
し
た
も
の
で
あ
る
と
想

定
さ
れ
る
。
そ
し
て
3
条
の
末
尾
に
は
、
年
足
符
と
呼
ば
れ
る
文
書
が
正
親
司
に
下

さ
れ
る
に
い
た
っ
て
、
諸
王
計
帳
に
よ
り
勘
会
し
て
結
果
を
宮
内
省
へ
と
報
告
す
る

と
あ
る
。

　

1
条
と
3
条
と
を
合
わ
せ
読
む
と
き
、
①
1
条
の
「
名
簿
」
と
3
条
の
諸
王
計
帳

は
同
一
で
あ
る
の
か
、
②
3
条
に
み
え
る
年
足
符
と
は
何
か
、
と
い
う
二
点
が
大
き

な
問
題
と
な
ろ
う
。
ま
ず
①
に
つ
い
て
、「
名
簿
」
と
諸
王
計
帳
が
仮
に
同
一
で
あ

る
と
す
る
と
、
正
親
司
は
左
右
京
職
が
作
成
し
た
文
書
に
よ
っ
て
、
同
じ
く
左
右
京

職
か
ら
の
通
知
を
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
文
書
の
正
当
性
を
審
査
す
る
過

程
と
し
て
著
し
く
不
自
然
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
訳
注
本
は
、
諸
王
計
帳
が
左
右

京
職
の
通
常
の
計
帳
と
は
別
に
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
と
す
る
が
、「
名
簿
」
と

の
関
係
性
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

　

次
に
②
に
つ
い
て
、
訳
注
本
は
3
条
の
年
足
符
を
1
条
に
み
え
る
「
官
符
」
す
な

わ
ち
太
政
官
符
と
同
一
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
正
親
司
は
左
右
京
職
か
ら

の
通
知
を
「
名
簿
」
で
確
認
し
た
う
え
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
下
さ
れ
た
皇
親
時
服
支

給
開
始
の
太
政
官
符
を
も
諸
王
計
帳
で
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
①
に
戻
る
が
、

「
名
簿
」
を
諸
王
計
帳
と
同
一
と
し
た
場
合
に
は
、
な
お
さ
ら
不
自
然
な
過
程
と
な

ろ
う
。

　
二

　
貞
観
十
七
年
七
月
八
日
太
政
官
符
と
正
親
司
に
よ
る
公
文
勘
会
の
変
質

　

1
諸
王
年
満
条
と
3
諸
王
計
帳
条
と
の
間
の
不
整
合
は
、
実
は
両
者
を
同
時
に
行

わ
れ
た
も
の
と
し
て
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。
両
者
は
時
代
的
に
前
後

関
係
に
あ
る
内
容
を
有
し
て
お
り
、
こ
こ
に
正
親
司
に
よ
る
公
文
勘
会
の
変
質
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
宮
城
栄
昌
氏
が
『
延
喜
式
の
研
究
』
史
料
篇
〔
大
修
館
書
店
、

一
九
五
五
〕
に
お
い
て
3
条
の
史
料
と
し
て
挙
げ
た
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
七
・
貞

観
十
七
年
（
八
七
五
）
七
月
八
日
太
政
官
符
が
重
要
な
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
。
以

下
、
右
の
太
政
官
符
を
素
材
と
し
て
、
先
に
掲
げ
た
二
つ
の
疑
問
点
を
検
討
し
つ
つ
、

正
親
司
の
果
た
し
た
機
能
の
時
期
的
な
変
遷
を
追
っ
て
い
き
た
い
。



[『延喜式』巻三九「正親司」現代語訳（稿）]……古田一史

699

　

ま
ず
は
『
類
聚
三
代
格
』
貞
観
十
七
年
七
月
八
日
太
政
官
符
を
掲
げ
よ
う
。

太
政
官
符

　

応
レ
押
二
署
諸
王
計
帳
一
事

右
得
二
宮
内
省
解
一

、正
親
司
解

、撿
二
案
内
一
、去
承
和
元
年
造
二
王
親
籍
一
、

于
レ
今
卌
余
年
。
今
省
仰
、
諸
王
年
足
省
符
至
者
勘
二
会
籍
帳
一
、
早
速
申
送
者
。

須
下
随
二
符
到
一
勘
中
会
合
不
上
。
而
彼
年
以
来
、
諸
王
籍
帳
無
レ
在
二
司
家
一
。
望

請
、
押
二
署
計
帳
一
、
一
通
留
レ
司
。
然
則
勘
拠
有
レ
便
、
仮
濫
無
レ
聞
者
。
省
依
二

解
状
一
、
謹
請
二　

官
裁
一
者
。
大
納
言
正
三
位
兼
行
陸
奥
出
羽
按
察
使
源
朝
臣

多
宣
、
奉　
レ
勅
、
依
レ
請
。
宜
下
下
二
知
左
右
京
職
一
依
レ
件
令
上
レ
行
。
若
有
下

依
二
人
愁
一
与
二
改
判
一
者
上
、
同
待
二
押
署
一
、
然
後
判
レ
之
。

　
　

貞
観
十
七
年
七
月
八
日

　

貞
観
十
七
年
頃
、正
親
司
は
承
和
元
年
（
八
三
四
）
以
来
四
〇
年
以
上
「
王
親
籍
」

の
作
成
が
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
宮
内
省
か
ら
「「
諸
王
年
足
省
符
」
が
到
来
し

た
ら
、「
籍
帳
」
に
よ
る
照
合
を
行
い
そ
の
結
果
を
報
告
せ
よ
」
と
の
命
令
が
あ
っ

た
が
か
な
わ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
正
親
司
は
承
和
元
年
に
「
王
親
籍
」
な
る
台
帳

を
自
ら
作
成
し
た
の
で
あ
り
、宮
内
省
の
指
示
も
こ
れ
を
前
提
に「
籍
帳
」を
も
っ
て
、

恐
ら
く
は
1
条
に
み
え
る
よ
う
に
左
右
京
職
か
ら
提
出
さ
れ
た
、「
諸
王
年
足
」
の

通
知
を
検
証
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
王
親
籍
」
と
「
籍
帳
」
は
同
一
で
あ
り
、
ま

た
正
親
司
に
よ
る
公
文
勘
会
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
み
て
も
、
こ
の
「
王
親

籍
」
こ
そ
皇
親
名
籍
に
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
皇
親
名
籍
は
本
来
正
親
司

が
主
体
的
に
作
成
し
て
い
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
し
か
し
右
の
よ
う
に
承
和
元

年
を
最
後
に
皇
親
名
籍
は
作
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
正
親
司
は
左
右
京
職
の

作
成
す
る
「
計
帳
」
に
押
署
し
て
正
親
司
用
に
一
通
を
保
管
・
利
用
し
た
い
と
申
請

し
た
。
こ
の
申
請
は
勅
に
よ
り
認
可
さ
れ
、
以
降
正
親
司
の
台
帳
作
成
に
左
右
京
職

が
協
力
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

貞
観
十
七
年
太
政
官
符
は
明
ら
か
に
3
条
の
淵
源
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
鼇
頭

に
「
延
」
と
あ
り
、『
延
喜
格
』
で
追
加
さ
れ
た
も
の
で
、
3
条
も
『
延
喜
式
』
で

新
規
に
立
条
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
延
喜
式
』巻
四
二「
左
右
京
職
」

に
は
こ
れ
に
関
す
る
規
定
が
何
ら
存
在
し
な
い
の
で
、
あ
る
い
は
格
文
が
延
喜
左
右

京
格
に
収
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

　

右
の
貞
観
十
七
年
太
政
官
符
の
「
今
省
仰
」
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
、
国
史
大
系

本
で
は
「
今
省
仰
二
諸
王
年
足
一
、
省
符
至
者
勘
二
会
籍
帳
一
、
早
速
申
送
者
」
と
区

切
っ
て
訓
読
し
て
い
る
。
国
史
大
系
本
に
従
い
「
今
省
諸
王
年
足
れ
る
を
仰
す
。
省

符
至
ら
ば
籍
帳
と
勘
会
し
、
早
速
申
送
せ
よ
、
て
へ
り
」
と
読
ん
で
も
内
容
的
に
は

理
解
で
き
る
も
の
の
、
右
に
掲
げ
た
よ
う
に
訓
点
・
句
読
点
を
改
め
、「
今
省
仰
す

ら
く
、
諸
王
年
足
れ
る
の
省
符
至
ら
ば
籍
帳
と
勘
会
し
、
早
速
申
送
せ
よ
、
て
へ
り
」

と
読
ん
だ
方
が
、
正
親
司
側
か
ら
宮
内
省
の
命
令
を
引
用
す
る
形
式
と
し
て
も
自
然

で
あ
る
。
貞
観
十
七
年
太
政
官
符
に
引
く
宮
内
省
の
指
示
は
、
1
条
に
お
い
て
左
右

京
職
の
移
を
受
領
し
た
後
、
宮
内
省
が
正
親
司
に
「
名
簿
と
勘
会
」
さ
せ
る
過
程
を

述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

右
の
よ
う
に
区
切
る
と
き
、「
諸
王
年
足
省
符
」
が
特
定
の
文
書
を
指
す
用
語
で

あ
り
、
3
条
に
い
う
「
年
足
符
（
年
足
れ
り
の
符
）」
と
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
る

こ
と
が
明
確
に
な
る
。
疑
問
点
の
②
に
つ
い
て
、
訳
注
本
の
よ
う
に
3
条
の
「
年
足

符
」
と
1
条
の
太
政
官
符
と
を
同
一
と
す
る
の
は
誤
り
で
、「
年
足
符
」
と
は
左
右

京
職
の
通
知
に
基
づ
く
宮
内
省
か
ら
正
親
司
へ
の
勘
会
命
令
で
あ
っ
た
。

　

以
上
よ
り
、
1
条
に
お
い
て
示
さ
れ
た
正
親
司
に
よ
る
公
文
勘
会
の
過
程
は
、
次

の
よ
う
に
復
原
で
き
る
。
ま
ず
十
二
月
、当
年
に
十
二
歳
に
達
し
た
諸
王
に
つ
い
て
、

左
右
京
職
が
宮
内
省
に
移
を
も
っ
て
通
知
す
る
。
宮
内
省
は
こ
れ
を
正
親
司
に
下
す

が
、
こ
の
と
き
諸
王
が
十
二
歳
に
達
し
た
（
年
足
れ
り
）
こ
と
を
皇
親
名
籍
と
照
合

し
て
確
認
す
る
よ
う
に
宮
内
省
符
を
も
っ
て
命
じ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
3
条
に
い

う
「
年
足
符
」
で
あ
っ
た
。
正
親
司
は
保
管
す
る
皇
親
名
籍
に
よ
っ
て
左
右
京
職
か

ら
の
通
知
内
容
に
誤
り
が
無
い
こ
と
を
確
認
し
宮
内
省
に
報
告
、
宮
内
省
は
太
政
官

へ
と
上
申
し
て
、
翌
年
正
月
に
は
当
該
の
諸
王
へ
の
時
服
支
給
開
始
を
命
じ
る
太
政

官
符
が
発
せ
ら
れ
た
。
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次
に
疑
問
点
の
①
、
1
条
の
「
名
簿
」
と
3
条
の
諸
王
計
帳
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

貞
観
十
七
年
太
政
官
符
を
み
る
と
、
両
者
は
本
来
別
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
1
条
に
み
え
る
正
親
司
に
よ
る
左
右
京
職
の
通
知
の
勘
会
は
、
か
つ
て
は
正
親

司
が
独
自
に
保
有
す
る
皇
親
名
籍
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

正
親
司
解
に
述
べ
る
よ
う
に
、
承
和
元
年
以
来
こ
の
皇
親
名
籍
は
作
成
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
り
、
左
右
京
職
に
よ
る
通
知
を
検
証
す
る
た
め
の
情
報
が
手
元
に
な

い
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
便
法
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
の
が
、
左
右
京
職
の

作
成
す
る
「
計
帳
」（
恐
ら
く
諸
王
の
み
抜
き
出
し
た
も
の
）
に
正
親
司
の
押
署
を

加
え
て
皇
親
把
握
の
た
め
の
正
式
な
台
帳
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
公
文
勘
会
を
行
う

と
い
う
形
式
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
左
右
京
職
の
作
成
し
た
諸
王
計
帳
に
よ
っ
て
、

左
右
京
職
の
作
成
し
た
十
二
歳
の
諸
王
の
歴
名
を
勘
会
す
る
と
い
う
、
公
文
勘
会

の
厳
密
性
を
損
な
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
も
諸
王
計
帳
に
よ
る
勘
会
は
正
親

司
の
申
請
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
勅
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
正
式
な
手
続
き
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
九
世
紀
後
半
の
段
階
で
、
正
親
司
の
皇
親
名
籍
に
よ

る
公
文
勘
会
が
実
質
的
に
放
棄
さ
れ
た
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
実
効
性
を
十
分
に
担

保
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
1
条
は
本
来
、

最
後
に
皇
親
名
籍
が
作
成
さ
れ
た
承
和
元
年
よ
り
以
前
の
、
本
来
的
な
正
親
司
の
公

文
勘
会
過
程
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
貞
観
十
七
年
太
政
官
符
・
3
条
の
法
制

化
に
よ
り
、「
勘
二
会
名
簿
一
」
の
前
提
条
件
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
で
、
勘
会
の
実
が

失
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
『
続
日
本
紀
』
延
暦
二
年
（
七
八
三
）
九
月
丙
子
条
に
は
、
近
江
国
か
ら
山
村
王

な
る
人
物
の
嫡
流
を
京
戸
に
遷
す
こ
と
が
申
請
さ
れ
る
も
、「
皇
親
籍
」
に
山
村
王

の
名
が
見
え
な
い
と
し
て
退
け
ら
れ
た
こ
と
が
み
え
、
皇
親
は
正
親
司
の
皇
親
名

籍
に
名
を
連
ね
る
が
ゆ
え
に
皇
親
で
あ
る
と
い
う
理
念
が
う
か
が
え
る
〔
内
田
正
俊

「『
日
本
書
紀
』
系
図
一
巻
と
皇
親
名
籍
」『
日
本
書
紀
研
究
』
二
〇
、一
九
九
六
〕。
1
条

で
皇
親
名
籍
を
指
す
べ
き
語
が
「
名
簿
」
と
さ
れ
て
い
る
の
も
、
あ
る
い
は
皇
親
名

籍
か
ら
諸
王
計
帳
へ
と
い
う
、
機
能
的
に
は
類
似
し
な
が
ら
、
そ
の
理
念
に
お
い
て

大
き
く
変
化
し
た
実
態
を
意
識
し
て
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

﹇
補
考
2
﹈
貞
観
期
の
皇
親
時
服
受
給
者
定
額
化
と
正
親
司

　

正
親
式
2
王
定
条
は
、
皇
親
時
服
の
支
給
対
象
者
に
定
員
を
設
け
る
規
定
で
あ

る
。
本
文
を
掲
げ
よ
う
。

凡
賜
二
時
服
一
王
定
二
四
百
廿
九
人
一
。
待
二
其
死
闕
一
依
レ
次
補
之
。
但
改
レ
姓
為

レ
臣
之
闕
、
不
レ
補
二
其
代
一
、
随
即
減
二
定
額
数
一
。

本
規
定
の
淵
源
は
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
二
年
（
八
七
〇
）
二
月
二
十
日
条

に
み
え
て
い
る
。

廿
日
壬
寅
、
公
卿
奏
下
請
減
二
諸
王
季
禄
一
兼
立
中
給
レ
禄
定
額
上
曰
、（
中
略
）
伏

見
二
故
従
四
位
上
豊
前
王
等
意
見
表
一
曰
、
利
レ
国
之
政
、
節
レ
用
為
レ
先
。
今
府

帑
稍
空
、
貢
賦
少
レ
入
。
当
下
停
二
諸
王
之
禄
一
存
中
救
弊
之
計
上
者
。
臣
等
商
二

量
上
表
之
旨
一
、
頗
有
レ
可
レ
取
。
但
専
停
レ
之
則
似
レ
疎
二
皇
親
一
、
全
給
レ
之

則
可
レ
闕
二
国
用
一
。
取
捨
之
方
、
宜
二
勤
折
中
一
。
又
王
氏
蕃
昌
万
二
倍
曩
日
一
。

計
二
其
禄
賜
一
、所
レ
費
難
レ
支
。
伏
望
、当
時
預
レ
禄
者
四
百
廿
九
人
為
二
定
員
一
、

後
生
年
足
者
随
レ
闕
補
レ
之
。
但
自
願
二
賜
レ
姓
属
一
レ
籍
者
不
二
以
為
一
レ
闕
。（
後

略
）

両
者
を
比
較
す
る
と
、
正
親
式
で
「
時
服
」
と
あ
る
も
の
が
、『
日
本
三
代
実

録
』
で
は
「
諸
王
季
禄
」
と
あ
る
。
九
世
紀
に
は
皇
親
時
服
が
季
禄
と
同
質
化
し

て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
〔
相
曽
貴
志
「
九
世
紀
に
お
け
る
諸
王
の
待
遇
―

皇
親
時
服
を
中
心
と
し
て
―
」
虎
尾
俊
哉
編
『
日
本
古
代
の
法
と
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
五
〕、そ
の
同
質
性
を
本
来
的
な
も
の
と
す
る
見
解
も
あ
る
〔
山
下
信
一
郎
「
皇

親
時
服
料
と
そ
の
変
遷
」『
日
本
古
代
の
国
家
と
給
与
制
』
吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
二
所
収
、

初
出
は
一
九
九
四
〕。
正
親
式
4
同
世
同
名
条
は
皇
親
季
禄
に
関
す
る
規
定
と
な
っ
て

お
り
、
一
見
皇
親
時
服
に
つ
い
て
定
め
る
1
〜
3
条
と
は
異
質
だ
が
、
実
際
に
は
同

じ
く
皇
親
時
服
に
関
す
る
規
定
で
あ
ろ
う
。
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貞
観
十
二
年
の
記
事
に
戻
ろ
う
。
こ
の
と
き
の
公
卿
奏
は
、「
豊
前
王
等
意
見
表
」

に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
七
年

（
八
六
五
）
二
月
二
日
条
の
豊
前
王
の
卒
伝
に
、

先
レ
是
、
諸
王
自
二
二
世
一
至
二
四
世
一
、
賜
二
夏
冬
衣
服
一
、
不
レ
限
二
人
数
一
、
随
二

年
足
符
出
多
少
一
賜
レ
之
。
或
至
二
五
六
百
人
一
、
是
時
載
レ
簿
進
レ
官
者
四
百
余

人
。
豊
前
上
レ
疏
曰
、
諸
王
給
レ
服
、
人
数
不
レ
定
、
徒
費
二
帑
蔵
一
。
何
無
二
紀

極
一
。
望
請
、
以
二
当
時
所
一
レ
在
為
二
定
数
一
、
随
レ
闕
補
レ
之
、
不
レ
聴
二
輙
過
一
。

従
レ
之
。

と
あ
る
の
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
上
疏
は
貞
観
四
年
（
八
六
二
）
四
月
に
清
和
天
皇

か
ら
の
諮
問
に
対
し
、
藤
原
良
相
が
上
表
し
て
豊
前
王
ら
の
意
見
を
具
申
さ
せ
た
も

の
な
の
で
、貞
観
初
頭
の
事
情
を
示
す
だ
ろ
う
。
国
史
大
系
本
は
「
年
足
符
」
を
「
年

定
符
」
と
改
め
、「
随
レ
年
定
二
符
出
多
少
一
」
と
読
ん
で
い
る
が
、「
年
足
符
」
は
正

親
式
3
諸
王
計
帳
条
に
み
え
る
通
り
史
料
用
語
で
あ
る
か
ら
、
右
の
よ
う
に
訓
点
を

改
め
れ
ば
、
皇
親
時
服
は
「
年
足
れ
り
の
符
の
出
づ
る
の
多
少
」
に
よ
っ
て
支
給
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
皇
親
時
服
の
支
給
対
象
者
が
無
制
限
に

増
減
す
る
こ
と
が
国
庫
を
圧
迫
し
て
い
た
た
め
、
貞
観
十
二
年
、
皇
親
時
服
の
支
給

対
象
者
に
定
員
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
制
度
変
更
は
、
正
親
司
の
文
書
行
政
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
正

親
式
7
諸
王
時
服
条
に
は

凡
諸
王
給
二
春
夏
時
服
一
者
、
二
世
王
絹
六
疋
、
糸
十
二

、
調
布
十
八
端
、

鍬
卅
口
、
四
世
王
以
上
並
如
レ
令
。
正
月
廿
日
録
送
レ
省
。
秋
冬
准
レ
此
〈
但
以

レ
綿
代
レ
糸
、
以
二
鉄
二
廷
一
代
二
鍬
五
口
一
〉。
皆
向
二
大
蔵
一
受
之
。
不
レ
得
二

遣
レ
人
代
請
一
。

と
あ
り
、
正
親
司
は
皇
親
時
服
の
支
給
対
象
者
と
、
恐
ら
く
そ
の
世
代
に
応
じ
た
支

給
物
の
数
量
な
ど
を
記
載
し
て
宮
内
省
に
申
請
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

支
給
の
都
度
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
皇
親
時
服
の
支
給
対
象
者
に
定
員
が
設
け
ら

れ
る
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
正
親
司
は
、
正
親

式
1
諸
王
年
満
条
お
よ
び
同
3
諸
王
計
帳
条
に
み
え
る
、
左
右
京
職
か
ら
の
通
知
と

「
名
簿
」（
1
条
、
詳
細
は
補
考
1
参
照
）
と
の
勘
会
に
加
え
て
、
実
際
に
皇
親
時
服

を
支
給
す
る
者
の
歴
名
を
別
途
作
成
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
者
は
新
た

に
皇
親
時
服
支
給
対
象
と
な
る
者
の
確
認
、後
者
は
全
支
給
対
象
者
の
申
請
で
あ
る
。

そ
し
て
豊
前
王
の
上
疏
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
、
後
者
の
手
続
き
は
前
者
の
手
続
き

を
経
た
者
の
追
加
と
死
亡
な
ど
に
よ
る
欠
員
の
削
除
で
あ
る
か
ら
、
勘
会
の
重
点
は

前
者
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
貞
観
十
二
年
、
皇
親
時
服
の
支
給
対
象
に
定
員
が
設
け
ら
れ
、
当
時
皇

親
時
服
を
受
給
し
て
い
た
四
二
九
人
の
名
簿
が
固
定
さ
れ
た
こ
と
で
、
1
条
の
手
続

き
を
経
て
も
た
だ
ち
に
皇
親
時
服
が
支
給
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
な
っ
た
。
毎
年
左

右
京
職
か
ら
通
知
さ
れ
る
「
年
足
」
れ
る
諸
王
は
、
貞
観
十
二
年
の
公
卿
奏
に
「
後

生
年
足
者
随
レ
闕
補
レ
之
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
四
二
九
人
に

欠
員
が
生
じ
る
ご
と
に
順
次
対
象
に
加
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

皇
親
時
服
支
給
の
都
度
作
成
さ
れ
て
い
た
受
給
者
名
簿
は
、
貞
観
十
二
年
以
降
、
受

給
者
を
決
定
す
る
た
め
の
基
本
台
帳
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
い
く
。
そ
し
て
皇
親

時
服
の
支
給
に
際
し
て
の
公
文
勘
会
が
、「
一
定
の
年
齢
に
達
し
た
皇
親
は
誰
か
」

と
い
う
観
点
だ
け
で
な
く
、「
前
回
受
給
し
た
皇
親
の
欠
員
と
、
現
在
受
給
し
て
い

な
い
皇
親
で
順
位
の
高
い
者
の
確
認
」と
い
う
観
点
か
ら
も
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
貞
観
十
二
年
の
皇
親
時
服
受
給
者
定
額
化
は
、
正
親
司
に
お

け
る
公
文
勘
会
を
一
層
厳
格
化
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
実
際
に

は
補
考
1
で
見
た
と
お
り
、
1
条
の
手
続
き
は
貞
観
十
七
年
（
八
七
五
）
に
早
く
も

形
骸
化
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
正
親
司
の
公
文
勘
会
は
、
皇
親
時
服
の
前
回

受
給
者
名
簿
か
ら
の
変
更
を
確
認
す
る
こ
と
へ
と
重
点
を
移
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、『
類
聚
国
史
』
巻
一
〇
七
か
ら
復
原
さ
れ
る
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶

五
年
（
八
八
一
）
五
月
十
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

十
日
丁
巳
、
制
、
令
三
正
親
司
進
二
四
世
已
上
諸
王
歴
名
帳
於
太
政
官
一
。
毎

レ
有
二
闕
補
一
、
随
令
二
改
正
一
、一
如
二
式
兵
二
省
補
任
帳
一
。
下
二
季
禄
符
一
之
日
、
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即
備
二
於
勘
会
一
。

正
親
司
は
「
四
世
已
上
諸
王
歴
名
帳
」
な
る
文
書
を
太
政
官
に
提
出
し
て
お
り
、
そ

の
扱
い
は
、
欠
員
・
補
充
を
都
度
反
映
す
る
点
で
「
式
兵
二
省
補
任
帳
」
と
同
様
で

あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
正
親
司
が
提
出
し
た
諸
王
歴
名
帳
は
、
諸
王
計
帳
の
よ

う
な
皇
族
の
網
羅
的
な
台
帳
で
は
な
く
、
皇
親
時
服
の
支
給
対
象
者
名
簿
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
太
政
官
に
提
出
さ
れ
、「
季
禄
符
」
を
下
す
際
の
勘
会
に

用
い
ら
れ
る
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
太
政
官
式
114
諸
王
時
服
条
に

凡
諸
王
時
服
用
二
官
符
一
給
二
外
国
一
者
、
仰
二
本
司
一
令
レ
進
二
其
歴
名
帳
一
。
毎

レ
有
二
闕
補
一
、
随
即
令
レ
注
二
其
側
一
、一
如
二
式
部
兵
部
二
省
補
任
帳
一
。

と
あ
る
規
定
の
淵
源
で
あ
る
。
こ
れ
は
諸
王
時
服
の
う
ち
外
国
の
財
源
か
ら
支
出
す

る
も
の
に
限
定
し
た
規
定
と
解
せ
る
が
、
訳
注
本
民
部
式
下
52
年
料
別
納
租
穀
条
補

注
（
担
当
は
相
曽
貴
志
氏
・
堀
部
猛
氏
）
に
は
、
貞
観
式
段
階
ま
で
に
位
禄
等
の
外

国
財
源
か
ら
の
支
出
が
一
般
化
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
元

慶
五
年
の
記
事
も
、
財
源
の
区
別
な
く
皇
親
時
服
全
体
に
関
す
る
措
置
で
、
太
政
官

式
で
は
諸
国
の
財
源
を
支
出
さ
せ
る
「
官
符
」
に
あ
た
る
「
季
禄
符
」
は
、
皇
親
時

服
受
給
者
全
体
を
対
象
と
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
「
季
禄
符
」
を
発
す
る

際
の
勘
会
の
た
め
に
諸
王
歴
名
帳
を
提
出
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
正
親
司

に
よ
る
皇
親
時
服
受
給
者
名
簿
の
異
同
確
認
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
が
太
政
官

へ
と
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。

﹇
補
考
3
﹈
賜
女
王
禄
儀
に
お
け
る
正
親
佑
の
発
語

　

正
親
式
5
女
王
禄
条
は
、
正
月
八
日
に
女
王
に
特
別
の
禄
を
支
給
す
る
儀
式
次
第

を
定
め
て
い
る
。
ま
ず
は
本
文
を
掲
げ
る
。

凡
正
月
八
日
給
二
禄
女
王
一
。所
司
設
二
座
於
殿
庭
一
、立
二
幄
二
宇
於
安
福
殿
前
一
、

積
二
禄
於
版
位
南
一
、
亦
供
二
奉
殿
上
装
束
一
。
天
皇
御
二
紫
宸
殿
一
、
内
侍
率
二

女
官
一
就
レ
座
。
本
司
官
人
引
二
女
王
一
自
二
月
華
門
一
参
入
。
女
王
先
就
二
幄
下

座
一
〈
以
レ
世
為
レ
次
、
不
レ
拠
二
長
幼
一
〉、
次
官
人
共
趨
就
二
前
庭
座
一
。
佑
一

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
リ
サ
ー
チ
ア
シ
ス
タ
ン
ト
）

（
二
〇
二
〇
年
四
月
九
日
受
付
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
二
六
日
審
査
終
了
）

人
執
レ
簿
唱
曰
、
其＊

親
王
之
後
。
即
一
祖
之
胤
皆
下
座
、
共
称
唯
就
二
庭
中
座
一
。

座
定
執
レ
簿
一
々
喚
レ
名
。
女
王
即
称
唯
、
進
受
レ
禄
退
出
。
余
亦
如
レ
之
。
其

禄
法
、
人
別
絹
二
疋
、
綿
六
屯
〈
十
一
月
新
嘗
会
准
レ
此
〉。

        （
＊
訳
注
本
は
「
其
親
王
」
を
「
某
親
王
」
に
改
め
る
）

賜
女
王
禄
儀
に
お
い
て
、「
佑
一
人
執
レ
簿
唱
曰
、
其
親
王
之
後
。
即
一
祖
之
胤
皆

下
座
、
共
称
唯
就
二
庭
中
座
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
正
親
佑
は
支
給
対
象
者
の
名
簿

を
持
ち
、
幄
下
の
座
に
い
る
女
王
達
に
、
庭
中
の
座
に
来
て
禄
を
受
け
取
る
よ
う
に

呼
び
か
け
て
い
る
。

　

こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
訳
注
本
は
「
佑
一
人
、
簿
を
執
り
て
唱
え
て
曰
く
、
某
親

王
の
後
、
す
な
わ
ち
一
祖
の
胤
、
皆
下
座
す
、
と
。
と
も
に
称
唯
し
、
庭
中
の
座
に

就
け
」
と
読
み
下
し
て
い
る
。
し
か
し
『
儀
式
』
巻
第
八
「
正
月
八
日
賜
二
女
王
禄
一

儀
」
の
項
で
は
、
該
当
部
分
を
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
（
本
文
校
訂
は
渡
邊
直
彦
校

注 

神
道
大
系
『
儀
式
・
内
裏
式
』〔
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
〇
〕
に
よ
る
）。

佑
一
人
執
二
名
簿
一
、
唱
曰
、
其
〔
某
イ
〕
親
王
之
後
。
于
レ
時
一
祖
之
胤
、
皆

下
座
称
唯
、
進
就
二
賜
レ
禄
座
一
。

こ
の
記
述
は
、「
佑
一
人
、
名
簿
を
執
り
て
唱
え
て
曰
く
、
其
の
親
王
の
後
、
と
。

時
に
一
祖
の
胤
、
皆
下
座
、
称
唯
し
、
進
み
て
禄
を
賜
わ
る
の
座
に
就
け
」
と
読
み

下
せ
る
。「
一
祖
之
胤
」
の
直
前
に
あ
る
語
が
、
正
親
式
で
は
「
即
」、『
儀
式
』
で

は
「
于
レ
時
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
部
分
は
正
親
佑
の
唱
え
る
内
容
に

は
含
ま
れ
ず
、
正
親
佑
が
発
語
し
た
後
、
直
ち
に
女
王
ら
が
と
る
べ
き
行
動
を
示
し

て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。
正
親
佑
は
「
其
の
親
王
の
後
」
と
唱
え
る
の
み
で
あ
る
。

　

以
上
よ
り
、
正
親
式
の
読
み
下
し
に
つ
い
て
、「
佑
一
人
、
簿
を
執
り
て
唱
え
て

曰
く
、
其
の
親
王
の
後
、
と
。
す
な
わ
ち
一
祖
の
胤
、
皆
下
座
し
、
と
も
に
称
唯
し
、

庭
中
の
座
に
就
け
」
と
読
み
下
す
べ
き
で
あ
る
。
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